
 

フロアホッケーレフェリー認定・登録要領 
 

特定⾮営利活動法⼈ ⽇本フロアホッケー連盟 
（⽬的） 
第１ この要領は、特定⾮営利活動法⼈⽇本フロアホッケー連盟（以下、「連盟」という。）が主催、共催及び後援

するフロアホッケー⼤会等（以下、「⼤会等」という。）におけるレフェリーを認定・登録するため、必要な事
項を定めるものとする。 

 
（定義） 
第２ この要領において、フロアホッケーレフェリー（以下、「レフェリー」という。）とは、フロアホッケー競技

の技術と知識を有する者のうち、連盟理事⻑（以下「理事⻑」という。）が認定、登録した者をいう。 
 
（レフェリーの区分） 
第３ レフェリーは、次の区分によるものとする。 
(1)１級レフェリー 
次に掲げる事項ができる者 
ア 連盟が規定する全クラスの⼤会等におけるレフェリー 
イ 連盟が主催するレフェリー講習会の講師 
ウ 連盟が⼤会等に派遣する競技委員⻑（クラスＡ、Ｂ） 

(2)２級レフェリー 
次に掲げる事項ができる者 
ア 連盟が規定する全クラスの⼤会等におけるレフェリー 
イ 連盟が規定する⼤会等の競技部⻑、審判部⻑（クラスＡ、Ｂ） 

(3)３級レフェリー 
次に掲げる事項ができる者 
ア 連盟が規定するクラスＡ及びＢ以外の⼤会等におけるレフェリー 
イ ⼤会競技委員⻑の推薦で、連盟ルール・レフェリー部⻑（以下「ルール・レフェリー部⻑」という。）が

事前に認めた場合には、１級⼜は２級レフェリーがパートナーの場合に限り、連盟が規定するクラスＡ及
びＢのレフェリー 

(4)４級レフェリー 
次に掲げる事項ができる者 
ア ３級以上のレフェリーがパートナーの場合に限り、連盟が規定するクラスＥのレフェリー 
イ ⼤会競技委員⻑の推薦で、ルール・レフェリー部⻑が事前に認めた場合には、1 級レフェリーがパートナ

ーに限り、連盟が規定するクラスＣ及びＤのレフェリー 
ウ レフェリー認定委員会が審査対象ゲームとして認定した場合に限り、2 級以上のレフェリーをパートナー

としてクラスＢ、Ｃ，Ｄのクラシフィケーションゲームのみ対応可。 
 
（レフェリー認定委員会） 
第４ 理事⻑は、レフェリーの審査及び登録について、次の者で構成するレフェリー認定委員会（以下、「認定委

員会」という。）に委任するものとする。 
(1)委員⻑ 

連盟ルール・レフェリー部⻑ 
(2)委員 

レフェリー審査員 
その他理事⻑が指名する者 

 



２ 認定委員会は、審査員の認定を理事会に諮るための事前審査及び３級から１級レフェリーの審査、認定を⾏
う。 

３ 認定委員会は委員⻑が招集し、開催する。委員会は２分の１以上の委員の出席をもって成⽴する。認定委員
会は、対⾯、オンライン⼜は書⾯により開催するものとする。 

 
４ 認定委員会の議⻑は、委員⻑が務める。レフェリーの認定は原則全会⼀致とし、協議が整わない場合には、

多数決で採決を⾏い、認定するものとする。 
 
（レフェリー審査員） 
第５ 理事⻑は、連盟認定・登録したレフェリーの知識及び技術を審査するためのレフェリー審査員（以下、「審

査員」という。）を、連盟理事会（以下、「理事会」という。）の承認を得て、認定するものとする。 
２ 審査員の認定要件は、次に掲げるものとする。 
(1)１級レフェリー 
(2)委員⻑が推薦し理事⻑が認めた者 
 
３ 理事⻑は、認定された者に別紙様式１号により審査員の認定証を交付するものとする。 
 
（レフェリーの要件と認定） 
第６ レフェリーの要件及び認定⽅法は、次に掲げるものとし、認定の申請者は、別紙様式２号により、申請を

⾏い、認定委員会は登録申請者の申請内容が要件を満たしていることを確認したときは、レフェリーとして認
定、登録するものとする。 
 
２ 委員⻑は、登録された者に別紙様式３号によりレフェリーの認定証を交付するものとする。 

(1)１級レフェリー 
 ア  認定要件 

 (ｱ)２級レフェリー 
(ｲ)連盟登録のＳ種インストラクター 
(ｳ)連盟で規定するクラスＡ⼜はＢの⼤会で１０試合以上のレフェリー経験を有する  
(ｴ)その他委員⻑の推薦をもって理事⻑が認めた者 

イ 認定⽅法 
  レフェリー講習会⼜は連盟主催の⼤会において、審査員による審査を受け合格し、認定委員会で認定 
(2)２級レフェリー 
  ア  認定要件 

(ｱ)３級レフェリー 
(ｲ)連盟登録のＳ種⼜はＡ種インストラクター 
(ｳ)連盟で規定するクラスＡ、Ｂ⼜はＣの⼤会で、１０試合以上のレフェリー経験を有する 
(ｴ)その他委員⻑の推薦をもって理事⻑が認めた者 
イ 認定⽅法 

  レフェリー養成講習会⼜は連盟主催の⼤会において、審査員による審査を受け合格し、認定委員会で認定 
(3)３級レフェリー 

ア  認定要件 
①４級レフェリー 
②連盟で規定するクラスＣ、Ｄの⼤会で、３試合以上のレフェリー経験を有するかレフェリー講習会で実技指
導を２回以上受講 
③その他委員⻑の推薦をもって理事⻑が認めた者 
イ 認定⽅法 

レフェリー講習会⼜は連盟主催の⼤会（レフェリー認定委員会が定めた審査⽤のクラシフィケーションゲー
ムを含む）において、審査員による審査を受け合格し、認定委員会で認定 



(4)４級レフェリー 
  ア  認定要件 

フロアホッケーの基礎知識（⽬的、ルール、安全管理等）及びフロアホッケー競技の経験が⼀定以上あると
ともに、レフェリー講習会において知識と技術を修得した者 
イ 認定⽅法 
   レフェリー講習会を修了したことをもって認定 

 
 （レフェリーの責務） 
第７ レフェリーは、⼤会等において、安全性及び競技性が⾼いゲームコントロール、更にはフロアホッケー通し

てインクルージョンな社会の創出に寄与するため、連盟の諸規程等を遵守するとともに、次に掲げる事項を⾏
うものとする。 

 
(1) 連盟から派遣要請のあった⼤会等におけるレフェリー 
(2) 連盟主催のレフェリークリニックの受講 
(3) フロアホッケーの普及啓発 
 
（レフェリーの指導・報告） 
第８ レフェリーが⾏う指導等は、⾃らの資格の範囲内においてのみ指導を⾏えるものとする。 
２ フロアホッケーの指導の依頼があった場合には、個⼈として依頼を受けた場合であっても、指導エリアを所
管する連盟⽀部⼜は本連盟へ報告し、了承を得た上で指導を⾏わなければならない。 

 
（登録取り消し） 
第９ 理事⻑は、この要領に基づく実施内容を⾏わない者、連盟の指⽰に従わない者及び連盟の信頼・名誉を著
しく失墜する⾏為を⾏ったレフェリーの任命、認定及び登録を取り消すことができるものとする。 
 
（テクニカルディレクター（ＴＤ 競技責任者）） 
第 10 理事⻑は、この要領に基づく認定委員会、審査委員及び登録レフェリーに対し、助⾔、指導を⾏うため、
連盟競技担当理事をテクニカルディテクターとして選任するものとする。 
 
 制定：平成24年(2012年)７⽉17⽇ 
                 改正： 平成26年(2014年)５⽉27⽇  
                     平成29年(2016年)６⽉１⽇ 

令和元年(2019年)６⽉３⽇ 
令和６年(2024年)６⽉14⽇ 

 

１ フロアホッケー レフェリー認定・登録要領の改訂について 
主旨:  下線部改訂 
１ 現⾏では正会員・賛助会員であることを条件にしていたが、それを改訂した。 
２ 当該委員会等の権限を実情に即した形に改訂した。 
３ 認定にあたってはコロナ禍の経験を踏まえ、オンラインでの利⽤も可とした。 
４ テクニカルディレクター（ＴＤ 競技責任者）を新たに設置した。 
5 細部の運⽤については従来の経験を踏まえて細部を改訂した。 

 


